
以下に記す規則は、国内競技規則とともにすべてのスノー

モビル競技会に適用される。（国内競技規則 第１章総則、

第２章ライセンス、第３章競技会も参照のこと。）

スノークロスレース、エンデューロレース、オーバルレー

ス、ドラッグレース等、スノーモビルにて行うレースを総称

してスノーモビルレースとし、国内競技規則および本規則に

より管理される。

１） レースの区分

� スノークロスレース…雪上の周回レース

� エンデューロレース…雪上の耐久レース

� オーバルレース…オーバルトラックの円周コースで

競うレース

� ドラッグレース…直線短距離コースで競うレース

コースの長さは、１周８００ｍ以上２�以下とし、その幅は
少なくとも７ｍ以上で、追い越し可能なゆとりを持たせなけ

ればならない。また、コースは、別に規定されるスノーモビ

ル競技会会場に関する規則に準拠し、レースコンディション

と安全性とが確保されていなくてはならない。

※別途全日本スノーモビルコース規程・スノーモビルコース

規程（全日本以外）参照。

車両は下記の改造の限度と安全基準を満たし、安全上完全

に整備されているものでなければならない。尚、改造されて

スノーモビル
競技細則

� 本規則の適用範囲

� スノーモビルレース

� コースの仕様

� 出場車両
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型式（モデル）が判明できない車両は出場することができない。

スノーモビルの仕様（２１頁）参照。

１） 車両の区分

スノーモビルの競技車両は、クラス区分と部門別区分とに

分けられる。

� 車両のクラス区分

車両のクラス区分は、原則として次のように分けら

れる。

� 車両の部門別区分

車両の部門別区分は改造限度（スノーモビルの仕様

（２２頁）参照）によって次のように分けられる。

	 スポーツ部門

スポーツ部門はMFJ公認車両で、スポーツ部門改

造限度に適合するものとする。


 モディファイ部門

モディファイ部門はMFJ公認車両でモディファイ

部門改造限度に適合するものとする。〔スーパークラ

スは、（２７頁）参照〕

� その他承認競技会（フレッシュマン・ジュニア等）

その他の部門は主催者の定める大会特別規則による

が、車両の安全基準を満たすものとする。

MFJ公認車両は、３０項参照。

ライダーの服装は、競技中身体の安全を確保し、操縦を妨

クラス名称
排 気 量

ゼッケンカラー
２ストローク ４ストローク

ＳＪクラス １～１２５�まで 黒地に白文字

Ｓ３クラス ５００�以下 １０００�以下 Ａ級
青地に白文字
Ｂ級
白地に黒文字

Ｓ２クラス ６００�以下 １２００�以下

Ｓ１クラス オープン オープン

スーパークラス オープン オープン 赤地に白文字

※１５項全日本選手権の車体ゼッケンについて


 MFJ公認車両

� ライダーの装備
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げるものであってはならない。

１） 上記目的を満たすブーツ（足首、つま先を保護できる

もの）、防寒服、手袋（レーシング用等、５本指）を着用

すること。

２） ゴーグル、マスクの使用は自由とするが、ゴーグルは

破損時に鋭い破片になる材質は禁止される。枠は柔軟な

もので転倒時に衝撃を受けた場合でも危険でない物とす

る。

３） ヘルメット

ヘルメットは、MFJ公認ヘルメットでなければなら

ない。

� ヘルメットは、日本工業規格 JIS-T8133-2000、また

はそれ以上の性能を有するジェット型かフルフェイス

型のものでなければならない。

� MFJの公認したヘルメットには、認証マークが貼

付されている。

� 競技会の車両検査時にヘルメットの検査が行われ、

損傷等により検査に合格しなかったヘルメットは

MFJの公認したヘルメットでもライダー本人の安全

上使用を禁止される。

� MFJ公認の認証マークの貼付されていないヘルメ

ットについて、車両検査時に特別検査が行われる。そ

の際、検査料（１，０００円）を支払わなければならない。

４） プロテクター・脊髄パッド

プロテクター（ブレストガード・背面側の付いている

もの）または脊髄パッドは必ず着用しなければならない。

公式通知及びタイムスケジュールの詳細は、申し込み締切

後に公示される。

競技会参加定員は定めない。

� 公式通知・タイムスケジュール

� 競技会参加定員
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１） スノーモビル競技会に参加する場合、種目ごとに当該

年度有効なライセンスを所持していなければならない。

２） ライセンス取得条件

１） 各クラスとも所定の出場申し込み書に必要事項をすべ

て記入の上、出場料及びMFJ共済会掛け金を添えて申

し込まなければならない。

２） ２クラス以上に出場を申し込む場合でも、申し込み用

紙は一枚で良い。ただし、２クラス出場に必要な事項を

すべて記入すること。もし記入漏れがあった場合、申し

込みを拒否される場合がある。

３） 郵送の場合は、現金書留とし、締切日当日の消印のあ

� 競技会参加資格

種 目 ライセンス ＳＡ＝スノーモビルＡ級ライ

センス

ＳＢ＝スノーモビルＢ級ライ

センス

ＳＪ＝スノーモビルジュニア

ライセンス

スーパークラス SA

モディファイＡ級各クラス SA

モディファイＢ級各クラス SB

スポーツ各クラス SB、SJ

フレッシュマン SJ

レディース、ジュニア SJ

エキシビジョンレース SA、SB

ライセンス 参加できる競技会 ライセンス取得条件 ライセンス料

Ａ級

全日本選手権

地方選手権

その他公認競技会

承認競技会

２００３年度全日本スノーモビル

選手権Ｂ級の各クラスにおい

て

�Ｓ１・Ｓ２・Ｓ３クラスの
上位５位までとする

�モトクロス国際Ｂ級以上の
ライセンス所持者。

８，０００円

Ｂ級

全日本選手権

地方選手権

その他公認競技会

承認競技会

１６才以上で運転免許証を所持

しているもの。運転免許証を

所持していないもので、公認

スノーモビルライセンス講習

会を受講し、合格したもの。

８，０００円

ジュニア 公認・承認競技会 ９～１５才で講習会修了者 ８，０００円

� 出場申し込み
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るものまで有効とする。

４） 締切日以降の申し込み及び電話・FAX等の申し込み

は一切受けつけられない。

５） ピットクルー注意事項

出場申し込みの際ピットクルー登録の無い場合、大会

当日ピットクルーとしての作業は許可されない。

・大会当日の追加登録はできない。

・ピットクルーの登録は最大２名までとするが、スター

ティングエリアに入れるピットクルーは１ライダーに

つき１名までとする。

・ライダー本人を自分のピットクルーとして登録するこ

とはできない。

１） 必要事項を記入した出場申し込み書及び所定の金額を

大会事務局が受理した時点で参加受理書が発送される。

２） 大会が中止された場合、また、参加者が何らかの理由

によって拒否された場合、（申し込み者が必要な手続き

を怠った場合はこれに当てはまらない）にのみ出場料、

共済会掛金が返却される。

３） いったん受理された出場料・共済会掛け金は上記１）、

２）及びレースの延期、中止及び打ち切り（１０頁、項目２０

参照）の場合を除き、いかなる理由があっても返却され

ない。公式予選を通過しなかった場合も同様とする。

無鉛ガソリンを推奨する。

また、実施可能なできるだけ早い時期に、無鉛のみが使用

できるように制限する。

� 参加受理

� ガソリン及びオイル
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１） 出場受付の時間及び場所は、公式通知によって示され

る。

２） 定められた時間内に、必ずライダー本人または、当該

ライターのメカニックが、MFJライセンス、参加受理

書を提示して出場資格の確認を受けなければならない。

３） MFJライセンスを提示できない者は、一切出場が認

められない。

４） 同一大会における複数ライダーの同一車両の使用は禁

止される。

１） 車両検査は、公式通知に示されたタイムスケジュール

に従って、車両検査区域内にて行われる。

２） 車両検査のための車両は、ライダー本人または当該ラ

イダーのメカニックが持参し、必ずタイムスケジュール

に示された時間内に検査を受けなければならない。規定

時間以外の車両検査は、競技監督が不可抗力な事情によ

るものとして特別に認めた場合以外は行わない。

３） 車両検査において、規則違反または安全上出場が不適

当と判定された車両は、公式予選を含む一切の走行を拒

否される。

４） 主催者は、大会期間中、必要に応じて随時車両の検査

を行うことができる。

ライダーの変更は認められない。

車両の変更は、エントリー時に出場申し込み用紙に記載し

た車両と変更が生じた場合に、以下の手続きに従って行われ

る。

破損などやむを得ず出場登録済（車両検査合格済）の車両

を変更する必要が生じた場合は、規定の書式に従って車両変

� 出場受付

� 車両検査

� ライダーの変更

� 車両の変更
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更申請を行い、競技監督がこれを認めた場合に限り、車両の

変更が認められる。

１） 車両の銘柄の紛争に際しての立証の責任は、参加者側

にあるものとする。

２） その他については、特別規則に示される。

３） 車両変更申請は、同部門、同クラスの車両に限定され、

車両変更手数料（５，０００円）を申請書に添付し、提出し

なければならない。

４） 公式予選終了後の車両変更は、いかなる理由があって

も認められない。また公式予選が実施されない場合は公

式練習後３０分以内であれば車両変更することができる。

但し、全日本選手権については如何なる理由があろうと

も車両の変更は一切認められない。

１） 公式予選の日程

� 公式予選のある場合は、原則として各クラス別に行

われる。

� 日程及び時間は公式通知（タイムスケジュール）に

示される。

２） 公式予選の内容

� １つのクラスの出場申し込み台数が２０台を越えた場

合は、決勝進出者を決定するための公式予選が行われ

る。尚、決勝進出者は、１クラス２０台以内を原則とす

る。

� 公式予選は原則として大会公示に示される周回数の

レースによって行われる。

� 公式予選の有無、周回数、決勝進出台数、その他の

詳細は公式通知又はプログラム等に示される。

１） スタート位置

レースにおけるスタート位置は、主催者の指示による。

２） スタートまでの行動

� ライダーは決められたタイムスケジュールを厳守し

� 公式予選

� レース
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なければならない。

� ライダーはレース直前のチェックの後、車両と共に

指定区域内に待機していなければならない。

� エンジンのウォーミングアップは定められた場所と

時間のみに行うことができる。

３） スタート

� スタートの方法については原則としてエンジンラン

ニングスタートとする。

� スタート位置はすべて正規のスタートラインからな

されるものとし、各ライダーに与えられたスタート位

置による距離的、時間的なハンディキャップは一切考

慮されない。

� スタートの合図は、１５秒ボードが掲示された後１５秒

以内に国旗を振ることによって行われる。

� スタート合図以前にスタートラインを出たものがあ

った場合（フライング）スタートをやり直す。※フラ

イングしたライダーは後列スタートとし、オフィシャ

ルにより指示された場所からスタートとなる。ただし、

同一ライダーが２回フライングをした場合、当該ライ

ダーは失格となる。

� ウォーミングアップ以降、エンジン始動の合図がな

された後は、ライダーからなんらかのサインがあって

もスタート係はこれを考慮しない。

４） レース中

ライダーは走行中下記事項を遵守しなければならない。

� 必要以外にハンドルから手を離したり、危険な姿勢

をとってはならない。

� 故意に他のライダーの走行を妨害するような走り方

をしてはならない。

� 車両は、それ自身が持つ動力、及びライダーの筋力、

または重力等の自然現象以外の方法で走ったり、加速

したりしてはならない。

� 他人の援助を一切受けてはならない。他人の援助と

は、そのレースに参加しているライダー、及び業務施

行中の競技役員以外の人が車両に触れることをいう。
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� 車両にいかなる者も同乗させてはならない。

� ライダーはレース中、酒気を帯びたりまた薬品等（興

奮剤、麻薬等）により故意に精神状態をつくろっては

ならない。

５） 走行中、消音器及び排気管が外れた場合、またシュラ

ウドが取れたり安全上危険だと判断された場合は競技役

員の指示により当該ライダーに対し、黒旗が示され、ピ

ットインし、修理の後競技役員の許可を得た上で再出場

が認められる。

６） レース中の公式シグナル（合図）

公式シグナル（合図）は、約７５０�×６００�寸法の旗を使
用し、次のように与えるものとする。

※黄旗振動時の注意

黄旗振動時の徐行とはいつでも停止できる状態をいう。

またオフィシャルがコース内で合図を出しているときは

安全な間隔をとり通過しなければならない。上記が守ら

れない場合、ペナルティを課す場合がある。

７） コースアウト

ライダーは走行中やむを得ず定められたコースを外れ

た場合、再びコースに戻るには外れた地点より走行し直

さなければならない。

８） レース終了

全ライダーがゴールインするか、トップ走者のゴール

インから５分経過後に終了とする。

シグナル 意 味

国旗 スタート

赤旗 徐行してスタート位置に戻る

黄旗（振動） 徐行、安全確認、追越し禁止

黄旗（静止） 危険予告

緑旗 先に出された合図の解除

青旗 警告、ラップされようとしている

黒旗 指定されたライダー走行停止

白黒チェッカー旗 レース終了
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１） 優勝者

優勝者は、規定の周回数を最短時間で完走したライダ

ーである。

２） 入賞者及び順位の優先順序

� チェッカーを受けた完走者の中から周回数の多い順

に決定され、同一周回数の場合は、ゴールラインの通

過の順位による。

� 上記以外のライダーについては周回数の多いものを

優先する。同周回数の場合は、ゴールライン通過の順

位による。

３） 完走者

� 優勝者の７５％（小数点以下は切り捨てる）以上の周

回数を完了したライダーを完走者とする。

� レース途中でリタイア届けを提出したライダーも完

走周回数を完了しているライダーは完走者とみなされ

る。

４） 予選及び決勝結果は、暫定結果発表後１５分後に正式と

なる。

１）レースは特別な理由のない限り、打ち切り、または中

止されることはない。

２）大会審査委員会が特別な理由によってレースのいずれ

かを中止しなければならないと判断した時に限り、レー

スを中止することができる。

３）すべての関係者は大会審査委員会の決定に従わなけれ

ばならない。

４）特にやむを得ない理由によって、トップ走者がそのレ

ースに決められた周回数の３分の２を完走しないうちに

レースを打ち切った場合は、そのレースは無効となる。

５）トップ走者が決められた周回数の３分の２以上を完走

した時点でレースを打ち切った場合は、大会審査委員会

はそのレースの判定結果に条件を付して発表する。

 優勝者・入賞者及び完走

! レースの延期、中止及び打ち切り

－１０－－１０－



６）レースまたは大会が中止された場合、参加者が支払っ

た出場料は返却されるが、他の一切の損害賠償を主催者

に請求することはできない。

７）大会審査委員会が本項に関して下した裁定に対しては、

一切抗議することはできない。

１）エントラント、ライダー及び当該ライダーのピットク

ルーのみが抗議申し立てをすることができる。

２）抗議は、定められた手続きによって大会事務局に申し

入れしなければならない。

抗議手続きは、大会事務局に備え付けの抗議書に記載し、

１項目につき抗議保証金（１０，０００円）をそえて大会事務

局に提出しなければならない。

３）暫定結果に対する抗議は、暫定結果発表後１５分以内に

限り受け付けられる。

４）正式の手続きにより提出された抗議書だけが受け付け

られ、大会審査委員会において審議される。

５）大会審査委員会は、証人を必要と認めた場合は証人を

たて、その証言を求め、十分に実情を調査した上で裁定

を下すものとする。

６）抗議保証金は、抗議が成立した場合のみ返却される。

１） 車両の破損

� 車両及びその付属品等が破損した場合、その責任は

参加者が負わなければならない。ただし、車両が車検

長または大会審査委員会によって保管されている期間

を除く。

� 車検長または大会審査委員会は、車両を保管してい

る期間中に、これらの車両が何らかの理由によって破

損した場合には、１台あたり１０万円を最高限度額とし

てその所有者に保証する。

２） 損傷の責任

競技開催期間中、又は、その前後に起きた損傷は自ら

" 抗 議

# 損害の補償
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がその責任を負うものとする。

３） 競技役員の責任

ライダー及びピットクルー等の競技参加者は、競技役

員が一切の損害補償の責任を免ぜられていることを知っ

ていなければならない。すなわち競技役員はその職務に

最善を尽くすが、仮に競技役員によって起きた参加者、

ライダー、ピットクルー及び車両等の損傷に対しても、

競技役員は一切の責任のないことをいう。

大会中（競技中）における違反行為に対しては、その軽重

によって大会審査委員会並びに競技監督の権限で罰則を科す

ことができる。

罰則の詳細については国内競技規則・第３章［３２違反行為

に対する罰則］による。

主催者は、必要に応じて随時競技会場内（パドック、ピッ

ト等）で、参加者（エントラント、ライダー、ピットクルー）

のライセンスの提示を求めることができる。

大会審査委員会は、競技役員規定に基づき、競技会におい

て最高権限を行使することができる。

本規則及び競技に関する疑義は、大会事務局宛に質疑申し

立てできる。なお、この回答は大会審査委員会の決定を最終

的なものとする。

本規則は、２００４年１月１日より有効となる。

$ 競技規則の違反行為に対する罰則

% 主催者の権限

& 大会審査委員会

' 本規則の解釈

( 本規則の施行
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